
 

カジノ管理委員会第６０回会議の開催状況 

 

第１ 日時、場所及び出席者 

１ 日時 

令和４年７月２１日 １４時００分～１５時００分 

２ 場所 

 カジノ管理委員会 １２階大会議室 

３ 出席者 

○ 北村委員長、氏兼委員、渡委員、遠藤委員、樋口委員 

○ 並木事務局長、坂口次長、清水総務企画部長、和田監督調査部長、堀内監督総括課

長（議事担当課） 

 

第２ 要旨 

１ 議決事項 

（１）特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業の免許等の処分に係る審査基準

（案）等について 

   監督調査部長より、特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業の免許等の処 

分に係る審査基準（案）に関する意見募集手続の結果を公表するとともに、同審査基  

 準を制定することを内容とする「特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業の  

免許等の処分に係る審査基準（案）等」について説明があり、審議の結果、原案のと 

おり決定した。 

 

２ その他の案件 

（１）カジノ事業の免許審査に向けた準備状況等について 

監督調査部長より、「カジノ事業の免許審査に向けた準備状況等」について説明があ 

った。 

 

（参考） 

・行政手続法（平成５年法律第８８号） 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一～七 （略） 

 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 

  イ （略） 

  ロ 審査基準（申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断す 

るために必要とされる基準をいう。以下同じ。） 

   ハ・ニ （略） 



（審査基準） 

第５条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。 

２ 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものと

しなければならない。 

３ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務

所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 

 

（意見公募手続） 

第３９条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案（命令等で定めよう

とする内容を示すものをいう。以下同じ。）及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見（情

報を含む。以下同じ。）の提出先及び意見の提出のための期間（以下「意見提出期間」という。）を

定めて広く一般の意見を求めなければならない。 

 ２～４ （略） 

 

（結果の公示等） 

 第４３条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布

（公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。）と同時期に、次に掲げる事

項を公示しなければならない。 

  一 命令等の題名 

  二 命令等の案の公示の日 

  三 提出意見（提出意見がなかった場合にあっては、その旨） 

  四 提出意見を考慮した結果（意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含

む。）及びその理由 

 ２～５ （略） 

 

・特定複合観光施設区域整備法（平成３０年法律第８０号） 

（免許の基準等） 

第４１条 カジノ管理委員会は、第３９条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準

に適合するかどうかを審査しなければならない。 

  一 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、

十分な社会的信用を有する者であること。 

  二 申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。 

  三 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分

な社会的信用を有する者であること。 

  四 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者（営業に関し成年者と同一の行為能力

を有しない未成年者であるときは、その法定代理人（法定代理人が法人であるときは、その役員

を含む。以下同じ。））及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であると

きはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。 



  五 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者（営業に関し成年者と同一の行為能力

を有しない未成年者であるときは、その法定代理人）及び当該施設土地権利者が法人であるとき

はその役員が十分な社会的信用を有する者であること。 

  六 申請者がカジノ事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ事業に係

る収支の見込みが良好であること。 

  七 申請認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数が一を超え

ず、かつ、当該カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカ

ジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計が、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適

当であると認められるものとして政令で定める面積を超えないこと。 

  八 カジノ施設の構造及び設備がカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。 

  九 使用しようとする電磁的カジノ関連機器等が、第１５１条第１項又は第２項の検定に合格した

型式の電磁的カジノ関連機器等であること。 

  十 使用しようとする非電磁的カジノ関連機器等が、第１５６条第１項の表示が付され、かつ、カ

ジノ管理委員会規則で定める技術上の基準（第７４条第１項及び第１５４条第１項第１号におい

て「技術基準」という。）に適合すること。 

  十一 定款及び第５３条第１項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ事業を適正に

遂行するために十分なものであること。 

  十二 第５４条第１項のカジノ施設利用約款が、法令に適合し、かつ、カジノ管理委員会規則で定

める基準に適合するものであること。 

  十三 第５５条第１項の依存防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ行為に対する依存を防止す

るために十分なものであること。 

  十四 第５６条第１項の犯罪収益移転防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ事業における犯罪

による収益の移転防止（犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号。以

下「犯罪収益移転防止法」という。）第１条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。）のた

めに十分なものであること。 

  十五 カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、当該カジノ行為区画内関連業務がカジノ

事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

 

以上 


